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第１章 計画策定の背景と意義 

 

１．計画策定の背景 

（１）地球環境の危機 

１）地球の限界（プラネタリー・バウンダリー） 

アフリカ、アジア諸国を中心に世界人口は増大しており、世界的な天然資源・エネルギー、

水、食料等の需要拡大を招き、今後、我が国経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

地球規模での人口増加や経済規模の拡大の中で、人間活動に伴う地球環境の悪化はますま

す深刻となり、地球の生命維持システムは存続の危機に瀕しています。 

人間活動による地球システムへの影響を客観的に評価する方法の一例として、地球の限

界（プラネタリー・バウンダリー）という注目すべき研究があります。その研究によれば、

地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば人間社

会は発展し繁栄できるが、境界を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回

復不可能な変化が引き起こされるとされています。この研究が対象としている９つの環境

要素のうち、種の絶滅の速度と窒素・リンの循環については、不確実性の領域を超えて高リ

スクの領域にあり、また、気候変動と土地利用変化については、リスクが増大する不確実性

の領域に達していると分析されています（図１）。このような地球の限界の中で、豊かな暮

らしをいかに追求するかが、この研究成果から求められています。 

（引用：環境省「平成 30 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」） 

 

図 1 地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）による地球の状況 
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２）気候変動リスクの顕在化 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第６次評価報告書によると、人間活動が大気・

海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がなく、大気中の二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素は、過去 80万年間で前例のない水準まで増加しているとされています。 

観測事実としては、「2019 年の大気中の CO2 濃度は 410ppm、工業化前より約 47％高くな

っている」「世界平均気温（2011～2020年）は、工業化前と比べて約 1.09℃上昇している」

「陸域では海面付近よりも 1.4～1.7 倍の速度で気温が上昇している」「北極圏では世界平

均の約２倍の速度で気温が上昇している」「陸域のほとんどで 1950 年代以降に大雨の頻度

と強度が増加している」「強い台風（強い熱帯低気圧）の発生割合は過去 40年間で増加して

いる」「北極の海氷（2010～2019年）は、1979～1988年と比べて、海氷が一番少ない９月で

40％減少、海氷が一番多い３月で 10％減少している」「世界の平均海面水位は 1901～2018

年の間に約 0.20ｍ上昇している」などとなっています（全国地球温暖化防止活動推進セン

ターホームページより）。 

 

図２ 世界の気温変化の歴史と近年の昇温の原因 

 

 

２．計画策定の意義 

（１）世界の状況 

１）持続可能な開発のための 2030アジェンダ 

2015年 9月、国連において、国際社会が 2030年に向けて、持続可能な社会の実現のため

に取り組むべき課題を集大成した新たな国際的な枠組みとして、「持続可能な開発のための 

2030 アジェンダ」が採択されました。この中では、持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」

（Sustainable Development Goals）として、下記の 17のゴール及びゴールごとに設定され
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た合計 169のターゲットが盛り込まれています。 

 

表１ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17のゴール 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる 

 

飢餓を終わらせ、食糧安全保障及

び栄養改善を実現し、持続可能な

農業を促進する 

 

あらゆる年齢の全ての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する 

 

全ての人々への包摂的かつ公平な

質の高い教育を提供し、生涯教育

の機会を促進する 

 

ジェンダー平等を達成し、全ての女

性及び女児のエンパワーメントを行

う  

全ての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する 

 

全ての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な現代的エネルギーへのア

クセスを確保する  

包摂的かつ持続可能な経済成長及

び全ての人々の完全かつ生産的な

雇用と人間らしい雇用（ディーセ

ント・ワーク）を促進する 

 

強じん（レジリエント）なインフラ

構築、包摂的かつ持続可能な産業化

の促進及びイノベーションの拡大を

図る 
 

各国内及び各国間の不平等を是正

する 

 

包摂的で安全かつ強じん（レジリエ

ント）で持続可能な都市及び人間居

住を実現する  

持続可能な生産消費形態を確保す

る 

 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる 

 

持続可能な開発のために海洋資源

を保全し、持続的に利用する 

 

陸域生態系の保護・回復・持続可能

な利用の推進、森林の持続可能な経

営、砂漠化への対処、並びに土地の

劣化の阻止・回復及び生物多様性の

損失の阻止を促進する 

 

持続可能な開発のための平和で包

摂的な社会の促進、全ての人々へ

の司法へのアクセス提供及びあら

ゆるレベルにおいて効果的で説明

責任のある包摂的な制度の構築を

図る 

 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する 
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２） パリ協定 

 2015年 11月 30日から 12月 13日までフランス・パリにおいて開催された 国連気候変動

枠組条約第 21回締約国会議（COP21）では、新たな法的枠組みとなる「パリ協定」を含む COP

決定が採択されました。 

パリ協定は、「京都議定書」の後継となるもので、2020年以降の気候変動問題に関する国

際的な枠組みです。 

このパリ協定の発効には 55ヵ国以上が批准し、その排出量が世界の温暖化ガス排出量の

55％に達する必要がありましたが、採択の翌年 2016 年 10 月５日にこの条件を満たし、同

年 11月４日に発効されました。京都議定書では一部の先進国に温室効果ガス排出削減が限

られていたのに対し、このパリ協定では世界各国が新たな枠組みに対する約束草案を国際

気候変動枠組条約事務局に提出しており、先進国だけではなくすべての国において取り組

みが進むことが期待されています。 

（全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより引用） 

 

表２ パリ協定の概要 

目的 世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を

２℃より十分下方に保持。1.5℃に抑える努力を追求。 

目標 上記の目的を達するため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な

排出と吸収のバランスを達成できるよう、排出ピークをできるだ

け早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減。協定の柱は緩和

策と適応策。 

各国の目標 各国は、約束（削減目標）を作成・提出・維持する。削減目標の

目的を達成するための国内対策をとる。削減目標は、５年毎に提

出・更新し、従来より前進を示す。 

長期低排出発展戦略 全ての国が長期の低排出開発戦略を策定・提出するよう努めるべ

き。（COP決定で、2020年までの提出を招請） 

グローバル・ストック

テイク（世界全体での

棚卸ろし） 

５年毎に全体進捗を評価するため、協定の実施を定期的に確認す

る。世界全体の実施状況の確認結果は、各国の行動及び支援を更

新する際の情報となる。 

（引用：環境省「平成 29 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」） 

 

表３ 地球温暖化をめぐる世界の主な出来事 

年次 主な出来事 

1992年 

1992 年５月９日、第５回気候変動に関する政府間交渉(INC5)でまとめられた

温暖化防止に向けた国際的枠組条約。同年６月にリオで開催された地球サミッ

トで各国の署名が始まり、ＥＣを含む 154ヶ国が署名した。 
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1995年 

1995 年４月ベルリンで開催された気候変動枠組条約第１回締約国会議(COP1)

で採択。2000 年以降の対策について第３回締約国会議(COP3)で数値目標をと

もなった議定書を採択することを約束した。 

1996年 

1996 年７月ジュネーヴで開催された第２回締約国会議(COP2)の閣僚会議で合

意された宣言。アメリカの提案で、「法的拘束力」のある数値目標を COP3で合

意するという内容になった。 

1997年 
1997年 12月に京都で開催された第三回締約国会議(COP3)で採択。いわゆる先

進国が６つの温室効果ガスを削減する数値目標と目標達成期間が合意された。 

1998年 

1998年 11月ブエノスアイレスで開催された第４回締約国会議(COP4)で採択さ

れた。第６回締約国会議(COP6)で京都メカニズムや遵守制度など京都議定書に

関する主要な論点について、詳細なルールを合意するよう努めることを合意。 

2005年 
2005年２月 16日、発効条件を満たしたため、京都議定書が発効した。これよ

り京都議定書に法的な拘束力が発生する。 

2007年 

ハイリゲンダム・サミット開催（６月）。「2050年までに地球規模での温室効果

ガス排出を少なくとも半減させることを含む、ＥＵ、カナダ及び日本による決

定を真剣に検討する」ことで一致。 

2011年 

気候変動枠組条約第 17回締約国会議（COP17）及び京都議定書第７回締約国会

合（CMP7）（11月）開催。（１）将来の枠組みへの道筋、（２）京都議定書第二

約束期間に向けた合意、（３）緑の気候基金、及びカンクン合意の実施などを

内容とした「ダーバン合意」を採択した。京都議定書については、第二約束期

間の設定に向けた合意を採択した。日本、カナダ、ロシアは第二約束期間には

参加しないことを明らかにした。将来の枠組みに関しては、法的文書を作成す

るための新しいプロセスである「強化された行動のためのダーバン・プラット

フォーム特別作業部会」を立ち上げ、可能な限り早く、遅くとも 2015 年中に

作業を終えて、議定書、法的文書または法的効力を有する合意成果を 2020 年

から発効させ、実施に移すとの道筋に合意した。 

2015年 
気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）において、2020 年以降の温室

効果ガス排出削減等のための新たな国際的枠組みとなる「パリ協定」が採択。 

2016年 

パリ協定発効。協定発効には 55 カ国以上が批准し、世界の温暖化ガス排出量

の 55％に達する必要があったが、10月５日に２つの条件を満たし 11月４日、

発効した。 

2018年 

COP21における国連気候変動枠組条約（UNFCCC)からの要請に基づき、1.5℃の

気温上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室効果ガス排出経路に関す

る「1.5℃特別報告書」を公表した。 

（全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより引用） 
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３） 世界のエネルギー起源二酸化炭素排出量 

 2018 年の世界のエネルギー起源二酸化炭素排出量は 335 億 t-CO2 で、中国・アメリカ・

インドで全体の 50％を占めています。日本は 3.2％で第５位となっています（図３）。 

 

 

（全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより引用） 

図３ 世界のエネルギー起源二酸化炭素排出量（2019年） 

 

４） 世界の年平均気温 

2021 年の世界の平均気温（陸域における地表付近の気温と海面水温の平均）の基準値

（1991～2020年の 30 年平均値）からの偏差は＋0.22℃で、1891年の統計開始以降、６番目

に高い値となりました。世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、

長期的には 100 年あたり 0.73℃の割合で上昇しています。また、最近の 2014 年から 2021

年までの値が上位８番目までを占めています。（気象庁ホームページより引用） 
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細線（黒）：各年の平均気温の基準値からの偏差、太線（青）：偏差の５年移動平均値、 

直線（赤）：長期変化傾向。基準値は 1991～2020 年の 30 年平均値。 

（気象庁ホームページより引用） 

図４ 世界の年平均気温偏差の経年変化 

 

 

２．国・県の状況 

（１）国の状況 

１） 国のおもな動き 

世界の有力科学者は、1985年にオーストリアで開いたフィラハ会議で「21世紀前半には、

かつてなかった規模で地球の平均気温の上昇が起こりうる」との見解を発表しました。その

３年後に「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が誕生し、地球温暖化に関する研究を始

めました。 

こうした国際的な取組が進む一方、日本政府も 2000 年の二酸化炭素(CO2)排出量を 1990

年と同水準に抑えるための地球温暖化防止行動計画を 1990年に策定しました。これは二酸

化炭素の排出量を 2000年以降、1990年レベルで安定化することなどを目標にして各種の対

策を講じたものです。その後毎年、実施状況が関係閣僚会議に報告されましたが、排出量は

増加を続け、目標は達成できませんでした。この間、1994年に気候変動枠組条約が発効し、
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翌年から締結国が温暖化防止会議（COP）を毎年開催するようになりました。 

日本は 1997年の温暖化防止京都会議(COP3)で、第一約束期間(2008～2012年)に京都議定

書が定めた CO2 中心の温室効果ガス６種の排出量を、1990 年より６％削減することを国際

社会に公約しています。1998 年には地球温暖化対策推進本部から地球温暖化対策推進大綱

が決定されました。この大綱では、2010 年に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対策が取

りまとめられています。 

その後、地球温暖化対策推進法の制定、地球温暖化対策に関する基本方針の閣議決定など

が行われ、日本国内の対策の基礎的な枠組みが構築されてきました。またエネルギーの使用

の合理化に関する法律（省エネ法）の改正など、各種の国内対策も随時進められています。

しかし 2000年の調べでは、大綱が定めた政府、企業などの対策のうち、数値目標の達成を

義務づけている例は 20％未満です。これは京都議定書の目標を達成するのには十分とは言

えません。 

温室効果ガスは企業活動、市民生活など様々な過程で排出されます。これを効果的に削減

するには、多くの施策や手法を組み合わせる必要があります。 

（全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより引用） 

 

表４ 地球温暖化をめぐる国内の主な出来事 

年次 主な出来事 

1990年 

1990年 10月 23日、地球環境保全に関する関係閣僚会議で、「当面の地球温暖

化対策の検討について」(同年６月 18日地球環境保全に関する関係閣僚会議申

合せ)に基づき、定められた最初の政府の地球温暖化対策である。 

1998年 

京都議定書を受け、省エネ対策強化策のひとつとして、「エネルギーの使用の

合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が 1998年５月 29 日参議院本会議で

成立。同年６月５日に公布、1999年４月１日に施行された。 

1999年 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行。気候変動に関する国際連合枠組条約

第三回締約国会議(COP3)の経過を踏まえ、日本の地球温暖化対策に関する基本

方針を定めた法律。1998年 10月９日に成立し 1999年４月８日に施行された。 

2002年 

2002年５月 31日に「気候変動枠組条約の京都議定書の締結の国会承認を求め

る件」及び京都議定書の国内担保法である「地球温暖化対策の推進に関する法

律の一部を改正する法律案」を原案どおり国会で可決成立した。これを受け、

政府は、６月４日に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日（現地時間）

に国連に受諾書を寄託した。また、法律を６月７日に公布した。 

2005年 

京都議定書が 2005 年２月に発効したのを受け、省エネ法（エネルギーの使用

の合理化に関する法律）を改正。エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野に

おける対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における

対策を強化。2006年４月１日に施行。 
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2011年 

東日本大震災発生（３月 11日）、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故発生

（３月）、夏期・冬期の数値目標付き電力供給対策の要請（５月）、電力需給緊

急対策本部設置（５月 16日）。 

「革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理」をまとめ（７月 29

日）、今後のエネルギー政策について「原発に依存しない社会を目指すべきで

ありエネルギー基本計画を白紙撤回する」とした。 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（８月

30日成立）の成立。 

2018年 

第五次環境基本計画の閣議決定（４月）。SDGsの考え方も活用しながら、分野

横断的な６つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経済社会システム、ラ

イフスタイル、技術などあらゆる観点からのイノベーションの創出や経済・社

会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新

たな成長」につなげていくこととし、また、地域の活力を最大限に発揮する「地

域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が自立・分散型の社会を形成

しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し、支え合う取組を推進していくこと

としている。 

適応策の実効性を高め、多様な関係者の連携・協働により取組を進めるため「気

候変動適応法」が公布された。 

気候変動適応法第７条に基づき、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、「気候変動適応計画」が策定された。 

2020年 

菅義偉首相が 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、つ

まり、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言

した。 

 

２） 地球温暖化対策計画 

2021年 10月 22日、地球温暖化対策計画が閣議決定されました。地球温暖化対策計画は、

地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画で、2016年５月 13日に閣議決定した前回の

計画を５年ぶりに改訂しました。 

 日本は、2021年４月に、2030年度において、温室効果ガス 46％削減（2013年度比）を目

指すこと、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。 

 改訂された地球温暖化対策計画は、この新たな削減目標も踏まえて策定したもので、二酸

化炭素以外も含む温室効果ガスの全てを網羅し、新たな 2030年度目標の裏付けとなる対策・

施策を記載して新目標実現への道筋を描いています。 
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表５ 地球温暖化対策計画の全体構成 

＜はじめに＞ 

○地球温暖化の科学的知見 

○京都議定書第一約束期間の取組、2020 年までの取

組 

 

○2020 年以降の国際枠組みの構築、自国が決定す

る貢献案の提出 

＜第１章 地球温暖化対策推進の基本的方向＞ 

■目指すべき方向 

①中期目標（2030 年度 26％減）の達成に向けた取組 

②長期的な目標（2050 年 80％減を目指す）を見据え

た戦略的取組 

③世界の温室効果ガスの削減に向けた取組 

■基本的考え方 

①環境・経済・社会の統合的向上 

②「日本の約束草案」に掲げられた対策の着実な実

行 

③パリ協定への対応 

④研究開発の強化、優れた技術による世界の削減へ

の貢献 

⑤全ての主体の意識の改革、行動の喚起、連携の強

化 

⑥ＰＤＣＡの重視 

＜第３章 目標達成のための対策・施策＞ 

■国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役

割 

■地球温暖化対策・施策 

○エネルギー起源ＣＯ２対策 

・部門別（産業・民生・運輸・エネ転）の対策 

○非エネルギー起源ＣＯ２、メタン、一酸化二窒

素対策 

○代替フロン等４ガス対策 

○温室効果ガス吸収源対策 

○横断的施策 

○基盤的施策 

■公的機関における取組 

■地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的

事項 

■特に排出量の多い事業者に期待される事項 

■国民運動の展開 

■海外での削減の推進と国際連携の確保、国際協

力の推進 

・パリ協定に関する対応 

・我が国の貢献による海外における削減 

－二国間クレジット制度（ＪＣＭ） 

－産業界による取組 

－森林減少・劣化に由来する排出の削減への支援 

・世界各国及び国際機関との協調的施策 

＜第２章 温室効果ガス削減目標＞ 

■我が国の温室効果ガス削減目標 

・2030 年度に 2013 年度比で 26％減（2005 年度比

25.4％減） 

・2020 年度においては 2005年度比 3.8％減以上 

■計画期間 

・閣議決定の日から 2030 年度まで 

＜第４章 進捗管理方法等＞ 

■地球温暖化対策計画の進捗管理 

・毎年進捗点検、少なくとも３年ごとに計画見直し

を検討 

＜別表（個々の対策に係る目標）＞ 

■エネルギー起源ＣＯ２ 

■非エネルギー起源ＣＯ２ 

■メタン・一酸化二窒素 ■代替フロン等４ガス 

■温室効果ガス吸収源 ■横断的施策 

（環境省ホームページより引用） 
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 また、地球温暖化対策計画では、「国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度にお

いて、2013年度比 26.0％減（2005年度比 25.4％減）の水準にするとの中期目標の達成に向

けて着実に取り組む。」と掲げています。 

 

表６ エネルギー起源二酸化炭素の各部門の排出量の目安 

  
2005年度実績 2013年度実績 

2030年度の各部門の 

排出量の目安 

エネルギー起源二酸化炭素 1,219 1,235 927 

  産業部門 457 429 401 

 業務その他部門 239 279 168 

 家庭部門 180 201 122 

 運輸部門 240 225 163 

 エネルギー転換部門 104 101 73 

[単位：百万 t-CO2] 

 

表７ 非エネルギー起源二酸化炭素・メタン・一酸化炭素の排出量の目安 

 
2005年度実績 2013年度実績 

2030年度の 

排出量の目安 

非エネルギー起源二酸化炭素 85.4 75.9 70.8 

メタン（ＣＨ４） 39.0 36.0 31.6 

一酸化二窒素（Ｎ２） 25.5 22.5 21.1 

[単位：百万 t-CO2] 

 

表８ 代替フロン等４ガスの排出量の目安 

  
2005年度実績 2013年度実績 

2030年度の各部門の 

排出量の目安 

代替フロン等４ガス 27.7 38.6 28.9 

  ＨＦＣｓ 12.7 31.8 21.6 

 ＰＦＣｓ 8.6 3.3 4.2 

 ＳＦ６ 5.1 2.2 2.7 

 ＮＦ３ 1.2 1.4 0.5 

[単位：百万 t-CO2] 
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３） 長期低炭素ビジョン 

長期低炭素ビジョン（2017 年３月中央環境審議会地球環境部会）は、パリ協定が各国に

求めている気候変動対策に係る長期戦略を我が国が策定するにあたり、環境政策の観点か

らその基礎とすべき考え方、特に、我が国の役割を明らかにする理念、また目指すべき将来

像の「絵姿」を示すことを目的として、とりまとめたものであり、戦略そのものあるいは、

戦略をさらに具体化するためのプログラムは、このビジョンを参考に策定されることを期

待するものです。 

 長期低炭素ビジョンの概要は、以下のとおりです（図５）。 

 

 

資料：「長期低炭素ビジョン」（中央環境審議会地球環境部会） 

図５ 長期低炭素ビジョンの概要 

 

４） 第６次エネルギー基本計画 

 2021 年 10 月 22 日、第６次エネルギー基本計画が閣議決定されました。本計画は、2002

年６月に制定されたエネルギー政策基本法に基づき、政府が策定するもので、「安全性」、「安

定供給」、「経済効率性の向上」、「環境への適合」というエネルギー政策の基本方針に則り、

エネルギー政策の基本的な方向性を示すものです。 

 今回の計画では、「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて

取り組むこと」を原点として検討を進め、2030 年、2050 年に向けた方針を示しています。 
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 2030年に向けた方針としては、「安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供給を第一

とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合

を図るＳ＋３Ｅ（エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic 

Efficiency)、環境への適合(Environment)、安全性(Safety)）の実現のため、最大限の取組

を行うこと」、2050 年に向けては、「安価で安定したエネルギー供給によって国際競争力の

維持や国民負担の抑制を図りつつ 2050年カーボンニュートラルを実現できるようあらゆる

選択肢を追求する」こととしています。 

 

５） 気候変動適応計画 

 気候変動適応法（平成 30年法律第 50号）が 2018年６月６日に成立し、６月 13日に公布

されました。政府は、2018 年 11 月 27 日に気候変動適応法第７条第１項に基づく気候変動

計画を閣議決定し、2021 年 10 月 22 日に変更しました。気候変動適応計画は、気候変動適

応に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、気候変動影響による被害の防止・軽

減、国民生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全を図り、安全・安心で持続

可能な社会を構築することを目指しており、施策の基本的方向、分野別施策、基盤的施策が

記載されています（図６）。 

 

資料：「気候変動適応計画の概要」（環境省） 

図６ 気候変動適応計画の概要 
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６） 日本の温室効果ガス排出量 

 我が国の 2019年度の温室効果ガス排出量は、約 12億 1,200万トンで、2013年度を 14.0％

下回っており、2005 年度を 12.3％下回っています（図７）。2013 年度と比べて排出量が減

少した要因としては、エネルギー消費量の減少（省エネ等）や、電力の低炭素化（再エネ拡

大、原発再稼働）に伴う電力由来の CO2排出量の減少等が挙げられます。 

 

資料：2019 年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値／環境省） 

図７ 日本の温室効果ガス排出量（2019年度確報値） 

 

７） 日本の年平均気温 

 気象庁の報道発表資料によると、2021年の日本の平均気温の基準値（1991～2020年の 30

年平均値）からの偏差は＋0.61℃で、1898 年の統計開始以降、３番目に高い値となりまし

た。日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100年あ

たり 1.28℃の割合で上昇しています。特に 1990年代以降、高温となる年が頻出しています

（図８）。 
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細線（黒）：各年の平均気温の基準値からの偏差、太線（青）：偏差の５年移動平均、 

直線（赤）：長期的な変化傾向、基準値は 1981～2010 年の 30 年平均値 

資料：気象庁ウェブサイト 

図８ 日本の年平均気温偏差の経年変化（1898～2015年） 

 

８） 大分県の年平均気温 

福岡管区気象台発表の「九州・山口県の気候変動監視レポート 2021」によると、大分の

年平均気温は 100年あたり 1.77℃の割合で昇温しており、日本の年平均気温の上昇（1.28℃

／100年）割合よりも大きいとされています（気象庁、2022）。 

また個別傾向として、 

・大分、日田の年平均気温は上昇している。 

・大分、日田の真夏日、猛暑日、熱帯夜の年間日数は増え、冬日の年間日数は減っている。 

・大分では、春の現象であるうめ、さくらの開花日は時期が早まり、秋の現象であるいちょ

うの黄葉日、かえでの紅葉日は遅くなる傾向にある。 

といった分析も報告されています。 
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（２） 大分県の状況 

 大分県では 2021年 12月に「第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」が策

定されました。 

●計画の目標（2030 年度の二酸化炭素排出量、いずれも 2013年度比） 

 家庭部門：39％削減 業務部門：40％削減 運輸部門：28％削減 

●計画期間 

 2021 年度から 2025 年度まで 

※計画期間は、2025 年度であるが、COP21 において国が表明した温室効果ガスの削減目

標を踏まえた計画とするため、2030年度における目標も設定。 

 

 

資料：「第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要」（大分県） 

図９ 第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要 
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（３） 杵築市の状況 

 杵築市では、2007年に「環境基本法」に基づく「杵築市環境基本計画」を、2017年に「第

２次杵築市環境基本計画」を策定しました。これらの計画は、「杵築市総合計画」を上位計

画とし、環境分野について具現化した計画であり、市民・事業者・市が共通認識のもとで、

環境施策に取り組んでいくための指針として、「山 川の自然やカブトガニと出会い歴史が

息づくほっとするまち きつき」を望ましい環境像に掲げています。杵築市ではこの計画に

基づいて環境施策を展開しています。 

 地球温暖化対策については、2021 年度に杵築市の事務事業に伴い排出される温室効果ガ

スを削減するための「第４期杵築市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、事

務事業に伴う温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。 
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第２章 杵築市の地域特性 

 

１．自然環境 

（１） 気象 

 2020 年における年降水量は 1,956.5mm、平均気温は 16.3℃あり、2011 年から 2020 年ま

での 10年間の気象データをみると、年平均降水量は 1,664mm、年平均気温は 16.0℃となっ

ています。 

 

（mm）                               （℃） 

 

資料：気象統計情報（杵築地点）、気象庁 

図１０ 気象データの推移 

 

（２） 日照時間 

 2020年の年間日照時間は 2,115時間となっています（図１１）。 

（h/年） 

 

資料：気象統計情報（杵築地点）、気象庁 

図１１ 日照時間の推移 
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２．社会環境 

（１）人口 

 2020 年 10 月１日現在の人口は 27,999 人、世帯数は 12,028 世帯、平均世帯人員は 2.32

人となっています。５年前に比べて人口、世帯数、平均世帯人員は減少しています（図１２）。 

 

人口（人）、世帯数（戸）                       平均世帯人員（人／世帯） 

 

資料：国勢調査 

図１２ 杵築市の人口の推移 

 

（２）産業の状況 

 2015年の産業別就業人口は、第三次産業の割合が全体の約 56％を占めており、第二次産

業や約 28％、第一次産業が約 16％となっています。10年前に比べて第一次産業は減少、第

二次産業及び第三次産業はその割合において増加しています（図１３）。 

（人） 

 
資料：国勢調査、大分県統計年鑑 

図１３ 産業大分類別就業者数の推移 

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

総人口（人） 34,816 34,095 33,370 33,363 33,567 32,083 30,185 27,999

世帯数（戸） 10,124 10,269 10,575 11,677 12,988 12,181 12,084 12,028

平均世帯人員 3.44 3.32 3.16 2.86 2.58 2.63 2.50 2.33
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１）農業 

 2015 年の販売農家の総農家数は 2,127 戸、経営耕地総面積は 1,565ha となっています。

５年前に比べて総農家数、経営耕地総面積いずれも減少しています（図１４）。 

（戸）                                （ha） 

 

資料：農林業センサス 

図１４ 農業関連指標の推移 

 

 

資料：令和２年市町村別農業産出額（推計）、農林水産省 

図１５ 農業産出額 
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２）工業 

 2014 年の事業所数は 47 事業所、従業員数は 2,377 人、製造品出荷額等は 58,887 百万円

となっています。いわゆるリーマンショック（2008年）後、事業所数、従業員数が大幅に減

少しています（図１６）。 

（カ所、人）                              （百万円） 

 

資料：工業統計調査、経済産業省 

図１６ 工業関連指標の推移 

 

３）商業 

 2014年の事業所数は 276カ所、従業員数は 1,435人、年間商品販売額は 27,649百万円と

なっています（図１７）。 

（カ所、人）                              （百万円） 

 

資料：商業統計、経済産業省 

図１７ 商業関連指標の推移 

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2014年

事業所数 68 78 64 64 52 47

従業員数 1,999 2,310 2,792 4,669 2,602 2,377

製造品出荷額等 87,831 118,563 152,190 123,593 66,941 58,887
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（３）交通の状況 

１）自動車 

 2020年の自動車保有台数は 26,074台で、2005年からほぼ横ばいで推移しています。構成

比は軽自動車が約 55％、乗用自動車が約 36％となっており、両者で約９割を占めています

（図１８）。 

（台） 

 
資料：大分県統計年鑑（運輸および通信）、大分県 

図１８ 自動車保有台数の推移 

 

２）公共交通機関 

 2015年の JR日豊本線（杵築駅・中山香駅・立石駅）の乗車人員は 389,191人で、2007年

以降減少し続けています（表９）。                       （人） 

 乗車人員 
降車人員 

総数 普通 定期 

2008年 452,113 135,665 316,448 464,958 

2009年 432,161 119,888 312,273 440,908 

2010年 407,724 117,288 290,436 414,790 

2011年 400,903 117,439 283,464 407,465 

2012年 389,750 116,174 273,576 398,862 

2013年 398,716 118,024 280,692 407,257 

2014年 379,399 118,567 260,832 387,301 

2015年 389,191 122,797 266,394 398,984 

資料：大分県統計年鑑（運輸および通信）、大分県 

表９ 鉄道乗降人員の推移 
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（４）土地利用 

 2021年の地目別面積は、山林が 80,725ha（28.8％）、田及び畑が 46,736ha（16.7％）、宅

地が 7,979ha（2.8％）、その他が 144,710ha（51.7％）となっています（図１９）。５年間の

推移をみると、田及び畑は減少し、山林は増加しています（図２０）。 

 

 

資料：固定資産の価格等の概要調書、総務省 

図１９ 地目別面積（２０２１年） 

（ha） 

 

資料：資料：固定資産の価格等の概要調書、総務省 

図２０ 地目別面積の推移 
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（５）エネルギー 

１）電力 

 電力使用量は、2014 年から 2016 年にかけては増加傾向にありましたが、2017 年以降は

減少傾向にあります。 

（MWh） 

 
資料：自治体排出量カルテ、環境省 

図２１ 電力消費量の推移 

 

２）ＬＰガス 

 ＬＰガス販売量は、1995年以降減少しています。2020年の構成比は、家庭業務用が約 62％、

工業用が 38％を占めています。 

（t） 

 
※大分県の LP ガス販売量を杵築市世帯数の対大分県比率で按分しています。 

資料：LP ガス都道府県別販売量（大分県）、日本 LP ガス協会 

図２２ LPガス販売量の推移 
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（６）廃棄物・リサイクル 

 令和元年度のごみ総排出量は 7,636tです。１人１日あたりの排出量は 720ｇ／人・日で、

大分県平均の 962ｇ／人・日よりも少ない値です（図２３）。令和元年度のリサイクル率は

17.2％で、大分県と比べて低い傾向にあります（図２４）。 

（t）                                      （g／人・日） 

 

資料：一般廃棄物処理実態調査結果、環境省 

図３０ ごみ総排出量と１人１日あたりの排出量の推移 

 

（t）                                       （g／人・日） 

 

資料：一般廃棄物処理実態調査結果、環境省 

図３１ リサイクル率の推移 

 

7,102 7,067 
7,206 7,159 

7,461 
7,593 7,508 7,493 7,390 

7,636 595 602 622 628 659 675 678 685 685 720 

924 935 947 951 957 942 934 936 948 962 

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ごみ総排出量 1人1日あたりの排出量（杵築市）

1人1日あたりの排出量（大分県）

705 686 668 651
617

659
622

588

505 502

17.5

19.0
18.5

15.8

18.8 18.8 19.1
18.5

17.6 17.2

20.0
21.1

20.4 20.3 20.1 20.5 20.4 20.6

18.7 19.1

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

資源ごみ回収量（杵築市） リサイクル率（杵築市） リサイクル率（大分県）



26 

 

第３章 計画の基本的事項 

１．計画の位置づけ 

 本計画「杵築市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）は、地球温暖化対策の推進に関す

る法律第 21条に基づく法定計画であり、杵築市総合計画や環境基本計画の部門計画と連携

を図りつつ、杵築市域の特性に応じて市民、事業者、団体等と協力して地球温暖化対策に取

り組みための計画です。 

 

第二次杵築市総合計画 

（2017年４月） 

 杵築市環境基本条例 

（2005年 10月） 

  

  ↓   ↓       

 杵築市環境基本計画 

（2017 年３月） 

      

   ↓ 

↓ 

   

↙ 

地球温暖化対策計画 

（2021 年 10月） 

           ↓ 

 杵築市地球温暖化対策実行計画 

（事務事業編）（2022年３月） 

 ← 気候変動適応計画 

（2021年 10月） 

↓ 

↓ 

         ↓  ↓ 

 杵築市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）（2023年３月） 

 ← 大分県地球温暖化対策実行計画 

（2021 年 12月） 

            

 

図３２ 計画の位置づけ 

 

２．計画の期間、見直し、区域、対象、基準年度、目標年度 

 

（１）計画の期間・見直し 

 計画の期間は、2023年度から 2030年度までの８年間とし、今後、社会経済情勢や環境を

取り巻く変化を踏まえ、必要に応じて見直しを実施します。 

 

（２）対象区域 

 計画の対象区域は、杵築市全域とします。 

 

（３）対象とする温室効果ガス 

 対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）とします。 
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（４）基準年度及び目標年度 

 国の地球温暖化対策計画に準じて、計画の基準年度を 2013年度、中期目標年度を 2030年

度、長期目標年度を 2050年度とします。 

 

第４章 温室効果ガス排出量の現況推計 

１．温室効果ガス排出量（二酸化炭素） 

 

（１）算定方法 

 杵築市全域の温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）の算定方法については、環境省が

公表している自治体排出量カルテを引用します。 

 

表１０ 対象とする温室効果ガスと部門等 

項目 排出部門等 

二酸化炭素（CO2） 
家庭部門、業務部門、産業部門（製造業、建設業・鉱業、農林水

産業）、運輸部門（自動車、鉄道）、廃棄物部門（一般廃棄物） 

 

●二酸化炭素の排出部門の定義 

家庭部門：家庭におけるエネルギー消費（自動車利用に関するものを除く）を対象とする

部門です。 

業務部門：業務（商業、サービス業、公務などの第三次産業）におけるエネルギー消費（自

動車利用に関するものを除く）を対象とする部門です。 

産業部門：第一次産業（農林水産業）及び第二次産業（鉱業、建設業、製造業）の産業活

動によるエネルギー消費（自動車利用に関するものを除く）を対象とする部門

です。 

運輸部門：人や物の輸送に伴うエネルギー消費を対象とする部門です。自動車、鉄道、船

舶、航空がありますが、この計画では自動車及び鉄道を対象とします。 

廃棄物部門：廃棄物の焼却に伴い排出される二酸化炭素を対象とする部門です。廃棄物に

は一般廃棄物と産業廃棄物がありますが、この計画では一般廃棄物の燃焼

を対象とします。 
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（２）二酸化炭素排出量の推移 

 2013 年度（基準年度）における杵築市全域の二酸化炭素排出量は、525,313t-CO2 です。 

 

表１１ 二酸化炭素排出量の推移 

部門 区分 
二酸化炭素排出量（t-CO2） 2013 年度の部門

別割合 2005 2011 2013 2017 

家庭部門 38,840 55,066 56,533 30,219 10.8％ 

業務部門 29,529 47,823 49,494 25,640 9.4％ 

産業部門 754,987 337,892 339,561 258,042 64,6％ 

 製造業 733,471 318,516 322,322 239,900 61.4％ 

 建設業・鉱業 3,753 3,129 2,377 2,706 0.5％ 

 農林水産業 17,763 16,247 14,861 15,436 2.8％ 

運輸部門 80,148 76,035 75,353 66,758 14.3％ 

 自動車（旅客） 36,338 35,688 34,625 31,523 6.6％ 

 自動車（貨物） 41,825 36,668 36,052 32,876 6.9％ 

 鉄道 1,985 2,230 2,412 1,903 0.5％ 

 船舶 0 1,448 2,266 455 0.4％ 

廃棄物部門 5,715 5,020 4,373 4,624 0.8％ 

 一般廃棄物 5,715 5,020 4,373 4,624 0.8％ 

 合計 909,219 521,835 525,313 385,283 100.0％ 

 

（t-CO2） 

 
図３２ 二酸化炭素排出量の推移 
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（３）二酸化炭素排出量の部門別内訳 

 2013 年度の二酸化炭素排出量を部門別にみると、産業部門が 64.6％を占めており、運輸

部門が 14.3％、家庭部門が 10.8％、業務部門が 9.4％、廃棄物部門（一般廃棄物）が 0.8％

となっています。 

 

 

図３３ 二酸化炭素排出量の部門滅割合（2013年度） 

 

 

（４）温室効果ガス排出量の増減要因 

 杵築市の二酸化炭素排出量の増減要因を以下に示します（すべて排出量カルテから分析）。 

 

＜家庭の増減要因＞ 

 世帯数は、2005 年度以降横ばいで推移しています。二酸化炭素排出量（全世帯）及び一

世帯あたり排出量はともに 2013年度以降減少しています。 
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※2005 年度を 100 とした場合の指数 

図３４ 家庭の二酸化炭素排出量の推移 

 

＜製造業の増減要因＞ 

 製造業出荷額は、2011 年度以降横ばいで推移しています。製造品出荷額あたり排出量は

減少傾向にあります。 

 
※2005 年度を 100 とした場合の指数 

図３５ 製造業の二酸化炭素排出量の推移 

 

＜建設業・鉱業の増減要因＞ 

 建設業・鉱業の従業者数は、2011 年以降減少していますが、二酸化炭素排出量及び従業

者一人あたり排出量は横ばいで推移しています。 
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※2011 年度を 100 とした場合の指数 

図３６ 建設業・鉱業の二酸化炭素排出量の推移 

 

＜農林水産業の増減要因＞ 

 農林水産業従業者一人当たりの二酸化炭素排出量は、農林水産業事業所数の増加とは逆

に、やや減少傾向にあります。 

 

※2011 年度を 100 とした場合の指数 

図３７ 農林水産業の二酸化炭素排出量の推移 
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＜旅客自動車の増減要因＞ 

 旅客自動車の二酸化炭素排出量は、旅客自動車保有台数の増加と反し、二酸化炭素排出量

及び旅客自動車一台あたり排出量は減少しています。その要因として、燃費の向上による燃

料消費量の減少が考えられます。 

 

※2005 年度を 100 とした場合の指数 

図３８ 旅客自動車の二酸化炭素排出量の推移 

 

＜貨物自動車の増減要因＞ 

 貨物自動車の二酸化炭素排出量は、二酸化炭素排出量及び貨物自動車保有台数の減少割

合に対し、貨物自動車一台あたり排出量はやや減少となっています。 

 
※2005 年度を 100 とした場合の指数 

図３９ 貨物自動車の二酸化炭素排出量の推移 
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＜鉄道の増減要因＞ 

 鉄道の二酸化炭素排出量及び一人あたり排出量は、いったん増加したものの、2013 年度

から減少しています。 

 
※2005 年度を 100 とした指数 

図４０ 鉄道の二酸化炭素排出量の推移 

 

＜一般廃棄物の増減要因＞ 

 一般廃棄物の二酸化炭素排出量について、人口は減少しているものの、ごみの排出量は横

ばいで推移しています。 

 

※2005 年度を 100 とした指数 

図４１ 一般廃棄物の二酸化炭素排出量の推移 
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第５章 温室効果ガス排出量等の将来推計及び削減目標 

１．温室効果ガス排出量の将来推計 

 

（１）現状すう勢（ＢＡＵ）ケース 

１）推計方法 

 特段の対策を講じない場合（以下「現状すう勢ケース」という。）の将来の温室効果ガス

排出量のうち、二酸化炭素排出量は、最新の現況年度（2013 年度）の二酸化炭素排出量原

単位（例：世帯数あたりの二酸化炭素排出量）を固定して、活動量（例：世帯数）の変化を

もとに推計しました。各部門・区分の活動量の推計方法は下表のとおりです。 

 

表１２ 二酸化炭素排出量の活動量推計方法 

部門 分野 活動量 推計方法 

民生 家庭 世帯数 杵築市人口ビジョンの【パターン２（合

計特殊出生率３割増加＋人口移動プラ

ス）】施策達成時の人口推計値に基づく

推計値 

 業務 排出量カルテデータ 過去５年の平均値 

産業 製造業 製造品出荷額 大分県の中長期県勢シミュレーション

の【標準】における第２次産業就業者

数の 2030年度推計値の対 2010 年度比

率を排出量カルテにおける製造業から

の排出量 2013 年数値に乗じて求めた

推計値 

 建設業・鉱業 従業者数 大分県の中長期県勢シミュレーション

の【標準】における第２次産業就業者

数の 2030年度推計値の対 2010 年度比

率を排出量カルテにおける建設業・鉱

業からの排出量 2013 年数値に乗じて

求めた推計値 

 農林水産業 従業者数 大分県の中長期県勢シミュレーション

の【標準】における第１次産業就業者

数の 2030年度推計値の対 2010 年度比

率を排出量カルテにおける農林水産業

からの排出量 2013 年数値に乗じて求

めた推計値 
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運輸 自動車 自動車保有台数 過去５年の平均値 

 鉄道 人口 杵築市人口ビジョンの【パターン２】

施策達成時の推計値 

廃棄物 一般廃棄物 人口 杵築市人口ビジョンの【パターン２】

施策達成時の推計値 

 

２）推計結果 

 2030 年度の温室効果ガス排出量は、485 千 t-CO2 で、2013 年度に比べて 7.2％減少する

ものと推計されます。 

 

表１３ 現状すう勢ケースの温室効果ガス排出量 

単位：t-CO2 

部門 区分 
2013 

（現況年度） 

2030（中期目標年度） 

排出量 2013年度比 

家庭部門 56,533 47,712 △15.6％ 

業務部門 49,494 41,035 △17.1％ 

産業部門 339,561 321,405 △5.3％ 

 製造業 322,322 311,630 △3.3％ 

 建設業・鉱業 2,377 2,298 △3.3％ 

 農林水産業 14,861 7,477 △49.6％ 

運輸部門 73,089 71,504 △2.2％ 

 自動車（旅客） 34,625 35,016 1.1％ 

 自動車（貨物） 36,052 34,453 △4.4％ 

 鉄道 2,412 2,035 △15.6％ 

廃棄物部門 4,373 3,690 △15.6％ 

 一般廃棄物 4,373 3,690 △15.6％ 

 523,050 485,346 △7.2％ 

 

【各算定式】（t-CO2：温室効果ガス排出量） 

 

▼家庭部門 

56,533（t-CO2）×26,317人（杵築市総人口 2030 年推計）÷31,182人（杵築市総人口 2013

年）=47,712（t-CO2） 

▼業務部門 

49,494（t-CO2）×7,619人（過去５年分の従業員数平均）÷9,190人（2013 年従業員数） 

=41,035（t-CO2） 
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▼製造業 

322,322（t-CO2）×106,377 人（大分県の第２次産業就業者数 2030年推計）÷（129,443人

（大分県の第２次産業就業者数 2010年実数）×17/20）＝311,630（t-CO2） 

▼建設業・鉱業 

2,377（t-CO2）×106,377 人（大分県の第２次産業就業者数 2030 年推計）÷（129,443 人

（大分県の第２次産業就業者数 2010年実数）×17/20）=2,298（t-CO2） 

▼農林水産業 

14,861（t-CO2）×17,028人（大分県の第１次産業就業者数 2030年推計）÷（39,813人（大

分県の第１次産業就業者数 2010年実数）×17/20）=7,477（t-CO2） 

▼自動車（旅客） 

34,625（t-CO2）×19,132台（過去５年分の自動車保有台数平均値）÷18,918 台（2013年） 

=35,016（t-CO2） 

▼自動車（貨物） 

36,052（t-CO2）×6,897台（過去５年分の自動車保有台数平均値）÷7,217 台（2013年） 

=34,453（t-CO2） 

▼鉄道 

2,412（t-CO2）×26,317 人（杵築市総人口 2030 年推計）÷31,182 人（杵築市総人口 2013

年）=2,035（t-CO2） 

▼廃棄物（一般廃棄物） 

4,373（t-CO2）×26,317 人（杵築市総人口 2030 年推計）÷31,182 人（杵築市総人口 2013

年）=3,690（t-CO2） 
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２．温室効果ガス排出量の削減目標 

 国のエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減目標は、46.0％とされています。これを踏ま

えて、杵築市の 2030 年度における削減目標を次のとおり設定します。 

 

 

２０３０年度における杵築市の二酸化炭素排出量を２０１３年度に比べて 

４６％削減することを目指します。 

 

現状すう勢ケース７.２％＋対策３８.８％=４６.０％ 

 

 

（t-CO2） 

 
図４２ 温室効果ガスの総量削減目標 

 

【参考：国・県の削減目標（杵築市関連分のみ）】 

＜国の目標＞ 

2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で 46.0％減の水準 

・2030年度のエネルギー起源二酸化炭素排出量を 2013年度比で 45.0％減の水準 

・2030年度の非エネルギー起源二酸化炭素排出量を 2013年度比で 14.0％減の水準 

＜大分県の目標＞ 

2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で、家庭部門 39％、業務部門 40％、運

輸部門 28％削減する。 
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第６章 対策・施策 

１．施策の体系 

本市では、地球温暖化に対する取組として、「緩和策」、「適応策」の２つの方向性とそれ

ぞれを支える「環境教育」を進めていきます。 

「緩和策」では、“再生可能エネルギーの利用促進”、“市民・事業者の活動促進”、“地域 

環境の整備及び改善”、“循環型社会の構築”、“吸収源対策”の５つの軸により、温室効果ガ

ス排出量の抑制に向けた取組を行っていきます。 

「適応策」では、気温上昇など既に現れている気候変動の影響や中長期的に避けられない

影響に対して、市民の安全や健康的な暮らし、安定的な事業活動の環境などを確保すること

を目的として取組を実施します。気候変動による影響が懸念される“農林水産業”、“水環境・

水資源”、“自然生態系”、“自然災害”、“健康”の５分野を軸とした取組を進めていきます。 

 

「緩和策」の推進  「適応策」の推進 

①再生可能

エネルギー

の利用促進 

公共施設における再生可能エ

ネルギー導入の推進／市民・

事業者の再生可能エネルギー

導入の促進／再生可能エネル

ギー利用の調査・研究 

 ①農林水産

業 

気候変動に適応した農

業の推進／森林・水産資

源の保全／農林水産業

従事者の熱中症対策 

②市民・事

業者の活動

促進 

省エネルギー行動の促進／省

エネルギー機器の導入促進／

事業者としての市の率先行動 

 ②水環境・

水資源 

水源の安全性・安定性の

確保／節水意識の普及・

啓発 

③地域環境

の整備及び

改善 

環境負荷の少ない交通体系の

構築／都市機能の集約化、ス

マートコミュニティ 

 ③自然生態

系 

自然環境の調査／生態

系の保全 

④循環型社

会の構築 

発生抑制の推進／再使用・再

資源化の推進／適正処理の推

進 

 ④自然災害 防災体制の充実／防災

活動の推進／避難体制

の充実／未然防止の充

実／治水機能の強化／

海岸部対策の充実 

⑤吸収源対

策 

森林の保全・整備／都市緑化

の推進 

 ⑤健康 熱中症対策／感染症対

策 

⇑ 緩和策・適応策の取組を支える 

「環境教育」の推進 

①環境教育の推進 学校における環境教育の推進／市民・事業者等への啓発 

 

図４３ 施策体系図 
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２．「緩和策」の推進 

（１）再生可能エネルギーの利用促進 

 

温室効果ガスの排出を抑制するためには、化石燃料の使用をできる限り減らし、再生可能

なエネルギーを利用することが重要です。 

そこで、地域に賦存する再生可能エネルギーの導入を積極的に進めていきます。 

 

（１）再生可能エネルギーの利用促進 
    （１）-１ 再生可能エネルギー

の利用促進   

    

   （１）-２ 市民・事業者の再生可

能エネルギー導入の促進    

    

   （１） -３ 再生可能エネルギ

ー利用の調査・研究    

 

（１）-１ 公共施設における再生可能エネルギー導入の推進 

杵 

築 

市 

は 

施策・事業 担当課 

小中学校をはじめとする公共施設での再生可能エネルギーの導

入に努めます。 

教育総務課 

財産管理活用課 

太陽熱利用設備、地中熱利用設備、バイオマス利用設備など再

生可能エネルギーの導入を進めます。 

企画財政課 

市民生活課 

非常用電源として活用できる再生可能エネルギー設備等の導入

を進めます。 
財産管理活用課 

 

（１）-２ 市民・事業者の再生可能エネルギー導入の促進 

杵 

築 

市 

は 

施策・事業 担当課 

一般家庭や事業所における再生可能エネルギーの導入を推進しま

す。 

市民生活課 

商工観光課 

国、県等が実施する補助・助成制度について周知・啓発します。 市民生活課 
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 取組み 

市民は 住宅用太陽光発電や地中熱利用設備など、再生可能エネルギー設備の導入を

検討します。 

事業者は 太陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマスといった、再生可能エネルギー

設備の導入を検討します 

 工場等の排熱利用を検討します。 

 

（１）-３ 再生可能エネルギー利用の調査・研究 

杵築市は 

施策・事業 担当課 

杵築市の地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入

に関わる調査・研究を進めます。 

財産管理活用課 

市民生活課 
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（２）市民・事業者の活動推進 

 地球温暖化の原因の一つは、日常生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出であり、その

中でもエネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量が大きな要因とされています。 

そこで、市民・事業者・行政がそれぞれの立場で、あるいは他の主体との連携により、省

エネルギー行動の実践や省エネルギー機器の導入を進め、温室効果ガスの排出削減に取り

組んでいきます。 

 

（２） 市民・事業者の活動促進   （２）-１ 省エネルギー行動の

促進   

    

   （２）-２ 省エネルギー機器の

導入促進    

    

   （２）-３ 事業者としての市の

率先行動    

 

（２）-１ 省エネルギー行動の促進 

杵 

築 

市 

は 

施策・事業 担当課 

節電や節水への取組を積極的に推進するため、意識啓発や情報提供

等に努めます。 
市民生活課 

「広報きつき」により地球温暖化に関する情報提供を行います。 
市民生活課 

総務課 

市民や事業者に「COOL CHOICE」への賛同及び省エネルギー行動の実

践を促します。 
市民生活課 

ホームページ等でエコドライブの方法や効果について情報提供を行

います。 

市民生活課 

 

学校において地球温暖化に関する環境教育を実施し、園児、児童及

び生徒の省エネルギー行動の実践を促します。 
学校教育課 

公民館学級等で地球温暖化に関する市民への啓発を行います。 社会教育課 

市内事業者に対して、ＥＡ（エコアクション）２１などの環境マネ

ジメントシステムの導入を推進します。 

商工観光課 

市民生活課 

大分県地球温暖化防止活動推進センターや市民団体と協力して、地

球温暖化防止に関する情報提供等を行います。 
市民生活課 
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 取組み 

市 

民 

は 

「COOL CHOICE」に賛同し、日常生活における省エネルギー行動を実践します。 

地球温暖化防止に関する講演会等に参加し、省エネルギー行動の実践に役立てます。 

自動車の運転時にはエコドライブを心がけます。 

宅配は受け取れる時間帯を指定するなどしてできるだけ１回で受け取ります。 

下水処理にかかるエネルギー低減のために、合成界面活性剤を使用していないせっ

けんをできるだけ利用します。 

人や社会、環境に配慮した消費行動（エシカル消費）を心がけます。 

 

 取組み 

事 

業 

者 

は 

「COOL CHOICE」に賛同し、事業活動における省エネルギー行動を実践します。 

ＥＡ（エコアクション）２１などの環境マネジメントシステムの導入を検討します。 

地球温暖化防止に関する講演会等に参加し、省エネルギー行動の実践に役立てます。 

社用車等の運転時にはエコドライブを心がけます。 

 

（２）-２ 省エネルギー機器の導入促進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

一般家庭及び事業所における LED照明の普及啓発を推進します。 
市民生活課 

商工観光課 

事業所における省エネルギー対策に対し、情報提供による支援に努

めます。 

市民生活課 

商工観光課 

次世代自動車や低燃費車の購入促進や公共交通機関の利用促進に向

けた普及啓発に努めます。 
市民生活課 

国、県等が実施する補助制度、融資制度、税制優遇制度について周

知・啓発を行います。 

市民生活課 

商工観光課 

 

 取組み 

市 

民 

は 

照明器具や空調機器、給湯器、冷蔵庫、洗濯機などエネルギーを使用する機器の買

い替え時には、省エネルギー型の機器を選択します。 

家庭でのエネルギー消費の効率化のために、ホームエネルギーマネジメントシステ

ム（HEMS）の導入・活用を検討します。 

家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、

消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にするネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス（ZEH）の導入・活用を検討します。 
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国等の制度を活用し、省エネルギー性能の向上、低炭素化に努めます。 

住宅を新築・増築・改築する際は、断熱材や遮熱ガラス等の導入に努めます。 

自動車を購入する際は、次世代自動車や低燃費車の購入に努めます。 

 

 取組み 

事 

業 

者 

は 

照明設備や空調設備、熱源設備などエネルギーを使用する設備の更新時には、省エ

ネルギー型の機器を選択します。 

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）や工場エネルギーマネジメントシス

テム（FEMS）の導入・活用を検討します。 

省エネルギー診断を積極的に受診し、受診結果やアドバイスを参考に省エネルギー

機器の導入や省エネ行動の実践に努めます。 

社用車を購入する際は、次世代自動車や低燃費車の購入に努めます。 

施設園芸では、ビニールハウスの密閉性や耐久性、断熱性の高いものを選択し、こ

まめな温度調節による燃料消費量の削減を進めます。 

低燃費型・低公害型の建設機械を優先的に導入します。 

工事現場においては、エネルギー消費効率の高い機器や工具の採用、仮設照明への

省エネルギー型電力機器の採用を進めます。 

建築物を新築、増築、改築する際は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律（建築物省エネ法）」に基づいて、省エネルギー基準への適合に努めます。 

 

（２）-３ 事業者としての市の率先行動 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づいて、市役所

の事務事業に伴う温室効果ガスの削減を計画的に推進します。 
関係各課 

公共施設へのエネルギーマネジメントシステムの導入・活用を

検討します。 
財産管理活用課 

街路灯、防犯灯及び公共施設内の照明の LED化を推進します。 

建設課 

危機管理課 

総務課 

公用車での低燃費車や BDF利用車の導入を推進します。 財産管理活用課 
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（３）地球環境の整備及び改善 

地域から排出される温室効果ガスをできるだけ抑制するためには、低炭素型のまちづく

りを進める必要があります。 

そこで、環境負荷の少ない交通体系を構築するために、公共交通機関の利用及び自転車、

徒歩での移動を促進するとともに、都市機能の集約化やスマートコミュニティの推進を図

ります。 

 

（３） 地域環境の整備及び改善 
  （３）-１ 環境負荷の少ない交通体系の

構築   

    

   （３）-２ 都市機能の集約化、スマート

コミュニティの推進    

 

（３）-１ 環境負荷の少ない交通体系の構築 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 鉄道、バス等の公共交通機関の利用を推進します。 協働のまちづくり課 

 

 取組み 

市民は 
鉄道、バス等の公共交通機関の利用に努めます。 

近距離の移動には徒歩や自転車の利用を心がけます。 

事業者は 
従業員に対し、鉄道、バス等の公共交通機関の利用を推奨します。 

従業員に対し、近距離の移動には徒歩や自転車の利用を推奨します。 

 

（３）-２ 都市機能の集約化、スマートコミュニティ 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 

都市機能を集約するための拠点となる地域の整備を進めると

ともに、歩道・自転車道の整備やバリアフリー化を進めます。 

企画財政課 

建設課 

家庭やビル、交通システムを IT ネットワークでつなげ、地域

でエネルギーを有効活用するスマートコミュニティについ

て、調査・研究を行います。 

市民生活課 
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（４）循環型社会の構築 

廃棄物処理や製品の製造に伴う温室効果ガス排出を抑制するために、住民、事業者、行政

がそれぞれの立場で、あるいは、他の主体との連携により、マイバックの使用（Refuse リ

フューズ）、排出量の抑制（Reduce リデユース）、再資源化（Recycle リサイクル）、再使用

（Reuse リユース）、という４Ｒと適正処理を推進し、循環型社会の構築に取り組んでいき

ます。 

 

（４）循環型社会の構築 
  

（４）-１ 発生抑制の推進 
  

    

   
（４）-２ 再使用・再資源化の推進 

   

    

   
（４）-３ 適正処理の推進 

   

 

（４）-１ 発生抑制の推進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

買い物時のマイバッグ持参や使い捨て製品の使用抑制、グリーン購

入などの普及・啓発により、ごみの減量に努めます。 
市民生活課 

「ごみの分別・出し方」の配布等により、市民に対してごみの減量

化、再資源化に対する意識啓発を図るとともに、廃棄物減量等推進

委員による減量・分別指導活動を推進します。 

市民生活課 

園児、児童及び生徒にごみの分別を考えさせ、ごみの減量化、再資

源化に対する意識啓発を図ります。 

学校教育課 

福祉事務所 

学校給食では食品ロスの削減に努めます。 教育総務課 

 

 取組み 

市 

民 

は 

買い物時のマイバッグ持参や使い捨て製品の使用抑制、グリーン購入などにより、

ごみの減量に努めます。 

「ごみの分別・出し方」を守り、適正にごみを排出します。 

買い物の際は奥から商品をとらずに陳列されている賞味期限の順番に買ったり、賞

味期限の近い値引き商品を買ったり、食べきれる分量を注文して食べ残しを出さな

いようにして、食品ロスをなくします。 

電気式生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器を購入し、生ごみを自家処理します。 
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 取組み 

事業者は 

事業から出る廃棄物の量をできるだけ減らします。 

グリーン購入により、ごみの減量に努めます。 

廃棄物になりにくい製品の開発に取り組みます。 

 

（４）-２ 再使用・再資源化の推進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

「家庭用・保存版資源とごみの分け方・出し方」の配布等により、市

民に対してごみの減量化、再資源化に対する意識啓発を図るととも

に、廃棄物減量等推進委員による減量・分別指導活動を推進します。 

市民生活課 

園児、児童及び生徒にごみの分別を考えさせ、ごみの減量化、再資

源化に対する意識啓発を図ります。 

学校教育課 

福祉事務所 

幼稚園及び小中学校の給食残渣については、家畜用飼料として活用

したり、生ごみ処理機等により、堆肥化に努めます。 
教育総務課 

廃食用油を回収するとともに、バイオディーゼル燃料の利用拡大を

図ります。 
市民生活課 

家畜排せつ物や稲わら・麦わら、もみがらなどの多様なバイオマス

資源の有効利活用に努めます。 
農林水産課 

 

 取組み 

市 

民 

は 

「ごみの分別・出し方」を守り、適正にごみを排出します。 

電気式生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器を購入し、生ごみを自家処理します。 

廃食用油の回収に協力します。 

集団回収や不用品のリサイクルに参加・協力します。 

 

 取組み 

事 

業 

者 

は 

事業活動に伴う廃棄物は、可能な限りリサイクルします。 

各種リサイクル法（「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」、

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイク

ル法）」、「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」、「使用済自動車の再資

源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」、「食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律（食品リサイクル法）」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（建設リサイクル法）」、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小

型家電リサイクル法）」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」）に

基づくリサイクルに取り組みます。 
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（４）-３ 適正処理の推進 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 
ごみ処理施設における適正処理を推進します。 市民生活課 

公共工事で発生した建設廃棄物の適正な処理をします。 関係課 

 

 取組み 

事業者は 
事業活動に伴う廃棄物は適正な処理を確認します。 

廃棄物処理業者は廃棄物を適正に処理します。 
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（５）吸収源対策 

森林やまちの緑は、二酸化炭素を吸収する機能を有しています。この機能を適切に発揮さ

せるための取組は、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーとともに重要です。 

そこで、二酸化炭素の吸収源となる森林の保全・整備や都市の緑化を進めていきます。ま

た、森林の循環的な利用を図るために、地域材の利用を推進します。 

 

（５）吸収源対策 
  

（５）-１ 森林の保全・整備 
  

    

   
（５）-２ 都市緑化の推進 

   

 

（５）-１ 森林の保全・整備 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物

多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割等を配慮しつつ、

適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により、健全な森林資源

の維持造成を推進する。 

農林水産課 

公共施設の木造化、内装木質化を促進するとともに、土木工事をは

じめとする公共工事への間伐材の利用も促進する。 

財産管理 

活用課 

企画財政課 

 

 取組み 

市民は 
適正な森林施業の実施や森林の保全を確保し、健全な森林資源を維持します。 

森林保全活動に参加・協力します。 

事業者は 

計画的な主伐と再造林を進めるとともに、間伐材等の利用を推進します。 

森林経営計画に基づき適正な森林施業に努めます。 

建築物への地域材の利用に努めます。 
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（５）-２ 都市緑化の推進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

市街地における緑を確保するため、都市公園の整備を推進するとと

もに、既存の公園については、適正な管理と施設の再整備に努めま

す。また、緑地については保全に努めます。 

建設課 

公共施設や公共空間の緑化を進め、二酸化炭素吸収作用の保全及び

強化を進めます。 
企画財政課 

民間住宅の生垣や庭木による緑化、企業による事業所周辺等での緑

化など、地域や企業の協力による緑化を推進します。 
企画財政課 

緑化運動の普及や苗木の配布により、緑化の推進に努めます。 農林水産課 

都市公園等の施設緑地や河川や海辺の水辺空間の緑地を有機的に連

携させた、緑と水のネットワークの形成を推進します。 
企画財政課 

 

 取組み 

市民は 
生垣や庭木の植栽やプランターの設置などによる緑化に努めます。 

花いっぱい運動など、地域の緑化活動に参加します。 

事業者は 
事業所周辺等の緑化に努めます。 

花いっぱい運動など、地域の緑化活動に参加します。 
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３．「適応策」の推進 

（１）農林水産業 

 

気温や水温の上昇、降水の不順などの気候変動により、農作物の品質低下や生育障害、畜

産の繁殖率の低下、南方系の種の増加や分布域の拡大に伴う在来種の漁獲高等への影響な

どが懸念されるとともに、農林水産業従業者の熱中症が懸念されています。 

そこで、気候変動に適応した農業の推進、森林・水産資源の保全、農林水産業従業者の熱

中症対策に取り組みます。 

 

（１）農林水産業 
  

（１）-１ 気候変動に適応した農業の推進 
  

    

   
（１）-２ 森林・水産資源の保全 

   

    

   
（１）-３ 農林水産業従業者の熱中症対策 

   

 

（１）-１ 気候変動に適応した農業の推進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

米・麦・大豆については、高温耐性品種の導入を推進します。 農林水産課 

気象条件に応じた栽培管理技術を農業者に普及・啓発します。 農林水産課 

畜産の暑熱対策（畜舎内の散水・散霧や換気、屋根への石灰塗布や 

散水等）を畜産農家に普及・啓発します。 
農林水産課 

 

 取組み 

事業者は 

米・麦・大豆については、高温耐性品種の導入を検討します。 

気象条件に応じた栽培管理技術を実践します。 

畜産の暑熱対策を実践します。 
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（１）-２ 森林・水産資源の保全 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

森林施業の実施により森林の有する多面的機能を発揮させるととも

に、育成単層林における保育及び間伐、天然林を適切に組み合わせ

た多様性に富む育成複層林の積極的な推進により森林の保全に努め

ます。 

農林水産課 

藻場を保全し、漁獲資源の増大に努めます。 農林水産課 

 

 取組み 

市民は 
植樹活動や河川での稚魚放流等に協力します。 

身近に水辺に親しめるよう、海や海岸の美化清掃に参加・協力します。 

事業者は 
植樹活動や河川での稚魚放流等に取り組みます。 

干潟や藻場の保全に協力します。 

 

（１）-３ 農林水産業従業者の熱中症対策 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 
高温時における農林水産業従業者の熱中症対策への注意喚起

を行います。 
農林水産課 

 

 取組み 

事業者は 高温時には熱中症に注意して作業を行います。 
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（２）水環境・水資源 

気候変動による少雨化・降水量の変動幅の増大により、水道水の安定的な水源確保が困難

になります。 

そこで、予備水源の確保や水道利用者への節水意識の普及・啓発に取り組ます。 

 

（２）水環境・水資源 
  

（２）-１ 水源の安全性・安定性の確保 
  

    

   
（２）-２ 節水意識の普及・啓発 

   

 

（２）-１ 水源の安全性・安定性の確保 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

水道施設の整備・耐震化や老朽施設の更新、新たな水源の確保に努

めます。 
上下水道課 

漏水調査の実施等により、漏水対策の強化に努めます。 上下水道課 

 

（２）-２ 節水意識の普及・啓発 

 施策・事業 取組み 

杵築市は 

家庭や事業所への節水の普及と意識啓発に努めます。 上下水道課 

園児、児童及び生徒への節水意識の啓発に努めます。 
学校教育課 

福祉事務所 

 

 取組み 

市民は 日常生活における節水に取り組みます。 

事業者は 事業活動に伴う水使用量の削減に努めます。 
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（３）自然生態系 

気候変動による気温や水温の上昇により、外来種の繁殖や在来種の生息・生育適地の変化

による生態系への影響が懸念されています。 

そこで、市内の自然環境の現状を調査するとともに、生態系の保全に取り組みます。 

 

（３）自然生態系 
  

（３）-１ 生態系の保全 
  

 

（３）-１ 生態系の保全 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

絶滅のおそれがある生物については、適切な保護に努めるとともに、

国、県及び関係機関と連携して調査・研究を進めます。 

市民生活課 

市内の貴重な植物の自生地や希少生物の生息地等の保護・保全に努

めます。 

市民生活課 

都市公園等の施設緑地や河川や海辺の水辺空間の緑地を有機的に連

携させた、緑と水のネットワークの形成を推進します。 

企画財政課 

河川改修にあたっては、自然を活かし生態系の保全に配慮した水辺

づくりに努めます。 

建設課 

生態系をかく乱するおそれのある外来種等の防除に努めます。 
市民生活課 

農林水産課 

 

 取組み 

市民は 

外来種等の防除に協力します。 

遺伝子かく乱（長い歴史の中で形成されたある種の遺伝構造や遺伝的多様性

が、人為的に持ち込まれた個体との交雑によって乱されること）防止を念頭

に周辺緑化等を実施します。 

できるだけ合成界面活性剤を使用していないせっけんを利用します。 

事業者は 外来種等の防除に協力します。 
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（４）自然災害 

気候変動に伴う台風の大型化や短時間強雨の頻度増加などにより、河川災害、土砂災害、

浸水被害等の発生頻度の増加と被害の拡大が懸念されています。また、海面水位の上昇によ

り、浸水域の拡大や砂浜の消失などが懸念されています。 

そこで、防災に伴う様々なハード対策、ソフト対策を進めることにより、市全体の災害対

応力の向上を図ります。 

 

（４）自然災害 
  

（４）-１ 防災体制の充実 
  

    

   
（４）-２ 防災活動の推進 

   

    

   
（４）-３ 避難体制の充実 

   

    

   
（４）-４ 未然防止の充実 

   

    

   
（４）-５ 治水機能の強化 

   

    

   
（４）-６ 海岸部対策の充実 

   

 

（４）-１ 防災体制の充実 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

自主防災組織の設立及び活動を促進するとともに、リーダーとなる

人材を育成します。 
危機管理課 

関係機関及び県下各自治体との連携を強化します。 危機管理課 

災害時協力事業所としての登録を促進するとともに、災害時応援協

定の締結等により、官民が一体となった災害対応能力の強化に努め

ます。 

危機管理課 

市全体の災害対応力の向上を図るために、産官学が連携し、先端技

術の導入等により、災害予防、災害応急対策、復旧・復興の高度化に
危機管理課 
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取り組んでいきます。 

 

 取組み 

市民は 自主防災組織に参加します。 

事業者は 
災害時協力事業所として登録するとともに、災害時応援協定の締結等により、

官民が一体となった災害対応能力の強化に協力します。 

 

（４）-２ 防災活動の推進 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

防災ラジオをはじめとした災害時の情報伝達手段の充実に努めま

す。 
危機管理課 

広報・ホームページなど各種媒体を活用して、防災意識の普及・啓

発に努めるとともに、防災知識を習得する機会の充実に努めます。 
危機管理課 

災害対応の実行性を高めるため、防災訓練の実施率の向上に努めま

す。 
危機管理課 

災害応急対策を迅速かつ円滑に行えるように、地域防災計画の充実

に努めます。 
危機管理課 

 

 取組み 

市民は 

広報やホームページなどから防災に関する情報を収集し、防災知識を高めま

す。 

防災訓練に参加して災害対応力を高めます。 

事業者は 

広報やホームページなどから防災に関する情報を収集し、防災知識を高めま

す。 

総合防災訓練に参加して災害対応力を高めます。 

事業所での防災訓練を実施し、従業員の災害対応力を高めます。 
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（４）-３ 避難体制の充実 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

避難所や延焼防止の機能を持つ公園や避難路等の確保に努めます。 
危機管理課 

建設課 

速やかな避難行動が行えるよう、非常持ち出し品の普及啓発に努め

ます。 
危機管理課 

避難生活が円滑に行えるよう、災害時非常用備蓄品の充実に努めま

す。 
危機管理課 

ハザードマップの普及啓発や、地域の特性を踏まえた地域住民によ

る「防災マップ」の策定の支援及び周知に努めます。 
危機管理課 

高齢者や障がい者等（災害時要援護者）が安全・安心に生活できる

ように災害時要援護者対策の充実を図ります。 
福祉事務所 

 

 取組み 

市民は 

防災マップをもとに、避難所や危険個所を把握します。 

速やかな避難行動が行えるよう、非常持ち出し品を準備します。 

自治体や地域が主催する防災訓練に参加します。 

自然災害が予測される際に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に

整理した防災行動計画（マイタイムライン）を作成します。 

事業者は 
防災マップをもとに、避難場所や危険個所を把握します。 

速やかな避難行動が行えるよう、非常持ち出し品を準備します。 

 

（４）-４ 未然防止の充実 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

防災パトロールの実施等により、危険個所の把握に努めます。 危機管理課 

土砂流など土砂災害の危険がある箇所については、県等と連携

して崩壊対策の実施に努めます。 
建設課 

公共施設の耐震化により、災害時の避難場所等の確保に努めま

す。 
財産管理活用課 

都市下水路の定期的な維持・管理を行い、市街地の浸水対策に

努めます。 
上下水道課 
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（４）-５ 治水機能の強化 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 

河川拡幅や堤防・護岸整備等を促進し、水害防止に努めます。 建設課 

河川管理施設の点検・補修や河川の浚渫により、河川機能の維持

に努めます。 
建設課 

中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払交付金事業等の活用

により集落の農地、農道、水路、ため池の保全を図ります。 

農林 

水産課 

 

（４）-６ 海岸部対策の充実 

 施策・事業 担当課 

杵築市は 

海岸保全施設の整備及び維持管理により、海岸部の安全対策

の充実に努めます。 

建設課 

農林水産課 

大分県が発表した、大分県沿岸高潮浸水想定区域図を基に高

潮ハザードマップの作成を行い、浸水域・浸水深の想定され

る災害を公表します。 

危機管理課 
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（５）健康 

気候変動に伴う気温の上昇や真夏日・猛暑日・熱帯夜の増加により、熱中症救急搬送者数

の増加が懸念されています。また、気温の上昇による感染症媒介動物の生息域の変化により、 

マラリアやデング熱等の感染症発生リスクの増大が懸念されています。 

そこで、熱中症による健康被害の予防や感染症対策に取り組んでいきます。 

 

（５）健康 
  

（５）-１ 熱中症対策 
  

    

   
（５）-２ 感染症対策 

   

 

（５）-１ 熱中症対策 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

市のホームページによる配信などの注意喚起やポスター、リー

フレットなどによる熱中症予防の啓発を行います。 

健康長寿 

あんしん課 

園児、児童及び生徒に熱中症の注意喚起を行います。 
学校教育課 

福祉事務所 

 

 取組み 

市民は 

こまめな水分補給や帽子の着用、日傘の利用、エアコンや扇風機の適切な使

用などにより、熱中症の予防に努めます。 

緑のカーテンに取り組みます。 

事業者は 

こまめな水分補給や帽子の着用、日傘の利用などにより、熱中症の予防に努

めます。 

緑のカーテンに取り組みます。 

 

（５）-２ 感染症対策 

 施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

新たな感染症に対して、関係機関と連携して防疫体制の充実に努め

ます。 

健康長寿 

あんしん課 

感染症の媒介動物である蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除の

対策及び注意喚起等に努めます。 
市民生活課 
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 取組み 

市民は 自宅周辺の蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除に努めます。 

事業者は 事業所周辺の蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除に努めます。 
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４．「環境教育」の推進 

（１）環境教育の推進 

 

地球温暖化対策を進めていくためには、市民、事業者、行政が地球温暖化に対する理解を

深めて、日常生活や事業活動におけるそれぞれの取組につなげていくことが重要です。 

そこで、環境教育を積極的に進めていきます。 

 

（１）環境教育の推進 
  

（１）-１ 学校における環境教育の推進 
  

    

   
（１）-２ 市民・事業者等への啓発 

   

 

（１）-１ 学校における環境教育の推進 

  施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

緩 

和 

策 

学校において地球温暖化に関する環境教育を実施し、園児、児

童及び生徒の省エネルギー行動の実践を促します。 
学校教育課 

社会教育講座等で地球温暖化に関する市民への啓発を行いま

す。 
社会教育課 

園児、児童及び生徒にごみの分別を考えさせ、ごみの減量化、

再資源化に対する意識啓発を図ります。 

学校教育課 

福祉事務所 

適 

応 

策 

園児、児童及び生徒への節水意識の啓発に努めます。 学校教育課 

福祉事務所 

園児、児童及び生徒に熱中症の注意喚起を行います。 学校教育課 

福祉事務所 
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（１）-２ 市民・事業者等への啓発 

  施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

緩 

和 

策 

国、県等が実施する補助・助成制度について周知・啓発しま

す。 
市民生活課 

節電や節水への取組を積極的に推進するため、意識啓発や情

報提供等に努めます。 

市民生活課 

上下水道課 

「広報きつき」により地球温暖化に関する情報提供を行いま

す。 
市民生活課 

市民や事業者に「COOL CHOICE」への賛同及び省エネルギー行

動の実践を促します。 
市民生活課 

ホームページ等でエコドライブの方法や効果について情報提

供を行います。 
市民生活課 

大分県地球温暖化防止活動推進センターや市民団体と協力し

て、地球温暖化防止に関する情報提供等を行います。 
市民生活課 

一般家庭及び事業所における LED 照明の普及啓発を推進しま

す。 

市民生活課 

商工観光課 

事業所における省エネルギー対策に対し、情報提供による支

援に努めます。 

市民生活課 

商工観光課 

次世代自動車や低燃費車の購入促進や公共交通機関の利用促

進に向けた普及啓発に努めます。 
市民生活課 

国、県等が実施する補助制度、融資制度、税制優遇制度につい

て周知・啓発を行います。 

市民生活課 

商工観光課 

買い物時のマイバッグ持参や使い捨て製品の使用抑制、グリ

ーン購入などの普及・啓発により、ごみの減量に努めます。 
市民生活課 

「家庭用・保存版 資源とごみの分け方・出し方」の配布等に

より、市民に対してごみの減量化、再資源化に対する意識啓発

を図るとともに、廃棄物減量等推進委員による減量・分別指導

活動を推進します。 

市民生活課 
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  施策・事業 担当課 

杵 

築 

市 

は 

適 

応 

策 

気象条件に応じた栽培管理技術を農業者に普及・啓発し

ます。 
農林水産課 

畜産の暑熱対策（畜舎内の散水・散霧や換気、屋根への

石灰塗布や散水等）を畜産農家に普及・啓発します。 
農林水産課 

家庭や事業所への節水の普及と意識啓発に努めます。 上下水道課 

広報・ホームページなど各種媒体を活用して、防災意識

の普及・啓発に努めるとともに、防災知識を習得する機

会の充実に努めます。 

危機管理課 

速やかな避難行動が行えるよう、非常持ち出し品の普及

啓発に努めます。 
危機管理課 

ハザードマップの普及啓発や、地域の特性を踏まえた地

域住民による「防災マップ」の策定の支援及び周知に努

めます。 

危機管理課 

防災訓練を適宜行います。 危機管理課 

市のホームページによる配信などの注意喚起やポスタ

ー、リーフレットなどによる熱中症予防の啓発を行いま

す。 

健康長寿 

あんしん課 

感染症の媒介動物である蚊の幼虫の発生源の対策及び成

虫の駆除の対策及び注意喚起等に努めます。 
市民生活課 
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第７章 計画の推進体制、進捗管理 

１．計画の推進体制 

 

計画を総合的かつ計画的に推進していくためには、市民・事業者・NPOなどの多様な主体

がそれぞれ自主的に行動するとともに、一体となって地球温暖化対策に取り組んでいく必

要があります。そのため、杵築市市民生活課が計画推進の事務局としての役割を担い、各主

体の活動や取組の把握と調整に努めます。 

庁内においては、杵築市地球温暖化対策実行計画作業部会を中心として各施策を総合的

かつ効果的に推進していきます。また、杵築市環境保全審議会が計画の進捗状況の検証と改

善策の検討を行います。 

 

 

 

図４２ 計画の推進体制 
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２．計画の進捗管理（ＰＤＣＡ） 

計画の進捗管理は、PDCAサイクルに基づいて行います。毎年、温室効果ガスの現状推計を

行って削減目標の達成状況を確認するとともに、計画に基づく対策・施策の実施状況を把握

し、その結果に基づく評価と改善を実施し、その後の対策・施策に活かしていきます。 

 

ＰＬＡＮ  ＤＯ 

●地球温暖化対策実行計画の策定 

●対策・施策管理表の作成 

●計画の見直し 

 ●対策・施策の実施 

●対策・施策の支援・普及啓発 

・地球温暖化対策実行計画を策定します。 

・対策・施策の進捗状況を確認するため 

の管理表を作成します。 

・必要に応じて計画内容を見直します。 

→ ・各課において計画に基づく対策・施 

策を実施します。 

・各主体に対する取組の支援、普及啓 

発を実施します。 

↑ 継続的に改善 ↓ 

ＡＣＴＩＯＮ  ＣＨＥＣＫ 

●対策・施策改善の検討 

●実施内容の見直し 

 ●削減目標達成状況の評価 

●対策・施策の実施状況評価 

・年次報告によって計画の進捗状況を確

認して目標達成状況や対策・施策の妥当性

を検証し、次年度以降の取組に反映しま

す。 

・必要に応じて実施内容を見直します。 

← ・現況推計を行い、削減目標の達成状況

を点検・評価します。 

・対策・施策の実施状況を評価します。 

 

図４４ 計画の進捗管理 
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資料編  

 

１．計画策定の経緯 

 

日付 内容 

令和４年５月１日 

～５月２０日 

市民生活課内において杵築市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）素案を作成、杵築市地球温暖化対策実行委員会エコ推進員（各

課の選出者）に提示及び加筆修正 

令和４年７月７日 第１回杵築市環境保全審議会（杵築市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）素案提示） 

令和４年１０月７日 第２回杵築市環境保全審議会（杵築市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）について） 

令和４年１１月１日 

～１１月３０日 

パブリックコメント 

令和５年２月２４日 第３回杵築市環境保全審議会（パブリックコメントの結果等につ

いて、杵築市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について） 

令和５年３月３日 市長に答申 

 

２．杵築市環境保全審議会規則 

 

平成１７年杵築市規則第９３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杵築市環境保全条例（平成１７年杵築市条例第１１３号）第４６条第

３項の規定に基づき、杵築市環境保全審議会（以下「審議会」という。）に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 学識経験者 

（２） 有識者 

（３） 市議会議員 

（４） 市の公共的団体の役職員 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 市の職員 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
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２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとす

る。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（部会） 

第６条 審議会は、特定の事項を調査審議させる等のため、必要に応じ、部会を置くことが

できる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する。 

４ 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、部会に属する委員のうち、あらかじめ、部会

長の指名した委員が、その職務を代理する。 

５ 部会は、必要に応じ、部会長が招集する。 

６ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。 

７ 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。 

（専門調査委員） 

第７条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門調査委員を置くことができる。 

２ 専門調査委員は、専門の識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

（関係者の出席及び参考意見の聴取） 

第８条 審議会及び部会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、参考意

見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、環境保全担当課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日規則第１２号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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附 則（令和４年３月３１日規則第１０号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年度杵築市環境保全審議会委員名簿 

 

区分 氏名 所属 備考 

１ 学識経験者 鶴成 悦久 
大分大学減災・復興デザイン教育

研究センター 
 

２ 有識者 綿末 しのぶ 
環境カウンセラー 

地球温暖化防止活動推進委員 
会長 

３ 〃 秋吉  実 杵築市まちピカ運動推進委員会 副会長 

４ 〃 松原 保則 甲の尾山を考える会  

５ 市議会議員 二宮 健太郎 
杵築市議会厚生文教常任委員会委

員長 
 

６ 公共的団体 糸永 省三 杵築市区長連合会  

７ 〃 伊藤 佐智代 
ＪＡおおいた東部事業部杵築女性

組織協議会長 
 

８ 〃 奥井 豊広 ＪＦおおいた杵築支店長  

９ 〃 山下 和子 杵築市商工会  

１０ 〃 西田 結香 杵築市女性団体等連絡会議  

１１ 関係行政機関 橋本 秀明 大分県東部保健所参事兼衛生課長  

１２ 〃 上村 義一郎 
大分県別府土木事務所次長兼企画

調査課長 

 

１３ 市職員 篠田 茂代 杵築市職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

３．用語集（五十音順） 

【あ行】 

用語 解説文 

一酸化二窒素 窒素酸化物の一種で、吸入すると陶酔効果があること から

笑気ガスとも呼ばれています。温室効果ガスの一つで、工

業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地

における肥料の施用、家畜の排せつ物管理、廃棄物の焼却

処分、廃棄物の原燃料使用等、排水処理に伴って排出され

ます。 

移動平均 時系列データにおいて、一定期間の間隔を定め、その間隔

内の平均値を連続して計算することによって長期的な傾向

を把握する統計手法です。 

イノベーション 語源は、英語で「革新する」、「刷新する」という意味の動

詞イノベイト（ innovate）の名詞形イノベーション

（innovation）です。新製品の開発、新生産方式の導入、

新市場の開拓、新原料・新資源の開発、新組織の形成など

によって、経済発展や景気循環がもたらされるとする概念

です。日本では「技術革新」の同義語として使われていま

す。 

インフラ 英語のインフラストラクチャー（infrastructure）の略で、

産業や社会生活の基盤となる施設のことです。 

ＥＡ（エコアクション）２１ 中小事業者等においても容易に環境配慮の取組を進めるこ

とができるよう、環境マネジメントシステム、環境パフォ

ーマンス評価及び環境報告を一つに統合した環境配慮のツ

ールです。幅広い事業者に対して環境への取組を効果的・

効率的に行うシステムを構築するとともに、環境への取組

に関する目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、

報告するための方法を提供しています。 

エコドライブ 燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止

につなげる運転技術や心がけのことです。エコドライブに

は、発進時の加速を緩やかにする、加速減速の少ない運転

をする、停止するときに早めにアクセルから足を離す、エ

アコンの使用を控えめにすることなどがあります。 

エネルギー起源ＣＯ２、 

エネルギー起源二酸化炭素 

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供

給された熱の使用に伴って排出される二酸化炭素のことで

す。 
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【あ行】 

用語 解説文 

エネルギー転換部門 石油・石炭などを電力などの他のエネルギーに転換する

部門です。事業用発電（発電所）、地域熱供給、石油製品

製造、などがこの部門に該当します。 

温室効果ガス 大気を構成する気体で赤外線を吸収し再放出するため、

地球を暖める温室効果を持つ気体です。地球温暖化対策

の推進に関する法律では、二酸化炭素（CO2）、メタン、一

酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフル

オロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素

（NF3）の７物質が温室効果ガスと定義しています。 

【か行】 

用語 解説文 

化石燃料 地質時代を通じて動植物などが地中に堆積し、長い年月

をかけて地圧や地熱を受け、変成されてできた有機物で、

石炭・石油・天然ガスなど、燃料として用いられるものの

ことです。 

環境教育 持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地

域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び

文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深

めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習の

ことです。 

環境マネジメントシステム 組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保

全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や

目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでい

くことを「環境マネジメント」といい、このための工場や

事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメン

トシステム」（ＥＭＳ – Environmental Management 

System）といいます。 

間伐材 材木を健全に成長させるため、立木密度を調整し、劣勢

木（生長競争に負けた木）、不要木など林木の一部を伐採

することです。 
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【か行】 

用語 解説文 

気候変動 十分に長い時間について平均した大気の状態を気候と呼

びます。気候は、平均によって短時間の変動が取り除か

れるため、それぞれの場所で現れやすい気象の状態と言

えます。具体的には、ある期間の気温や降水量等の平均

値や変動の幅によって表されます。平均期間よりも長い

時間で見ると気候は様々な変動や変化をしており、これ

らを「気候変動」と呼びます。気候変動の要因には、自然

起源の要因（太陽活動の変化や、火山噴火による大気中

の微粒子「エアロゾル」の増加等）、人為起源の要因（人

間活動に伴う化石燃料の燃焼や土地利用の変化等による

温室効果ガスの増加やエアロゾルの増加等）、地球内部の

要因（大気・海洋・海面が自然法則に従って相互作用する

こと）があります。 

気候変動に関する政府間パネ

ル（ＩＰＣＣ） 

1988年に、国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）

によって設立された組織です。世界の政策決定者に対し、

正確でバランスの取れた科学的知見を提供し、気候変動

枠組条約の活動を支援しています。５～７年ごとに地球

温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表する

とともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書

を発表しています。 

気候変動の影響への適応計画 気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全

体で整合のとれた取組を計画的かつ総合的に推進するた

め、目指すべき社会の姿等の基本的な方針、基本的な進

め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定

めた計画です。 

気候変動枠組条約 気候変動に関する国際連合枠組条約のことです。地球温

暖化対策に関する取組を国際的に協調して行っていくた

め 1992年５月に採択され、1994年３月に発効しました。

本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこ

ととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度

を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温

室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策の

ための国家計画の策定とその実施等の義務を課していま

す。 
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【か行】 

用語 解説文 

京都議定書 1997 年 12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第３ 

回締約国会議（COP3）において採択された議定書です。先

進国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある

数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、

クリーン開発メカニズムなどの仕組みが合意されまし

た。 

吸収源 二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収する海洋や森林の

ことです。 

業務その他部門 産業・運輸部門に属さない企業・法人部門であり、具体的

には、小売・卸売業、サービス業（学校・病院等の個人向

サービス業、飲食業、国・地方公共団体等）、製造業等の

本社・研究所等の間接部門が含まれます。 

グリーン購入 製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考

慮し、購入が必要な場合には、できる限り環境への負荷

が少ないものを優先的に購入することです。 

グローバル・パートナーシッ

プ 

世界平和・環境問題など世界的問題の解決のため提携す

る、地球規模の協力関係のことです。 

原単位 一定量の生産物をつくるために使用または排出する物や

時間などの量のことです。 例えば、一定量の生産物をつ

くるために必要なエネルギーをエネルギー原単位、一定

量の生産物をつくる過程で排出する二酸化炭素排出量を

排出原単位と呼びます。 

工場エネルギーマネジメント

システム（ＦＥＭＳ） 

工場全体のエネルギー消費を削減するため、受配電設備

のエネルギー管理や生産設備のエネルギー使用・稼働状

況を把握し、見える化や各種機器を制御するためのシス

テムです。エネルギー使用量を監視し、ピーク電力の調

整や状況に応じた空調、照明機器、生産ライン等の運転

制御等を行うことです。Factory Energy Management 

Systemの頭文字をとってＦＥＭＳ（フェムス）と呼ばれ

ています。 
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【さ行】 

用語 解説文 

再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど永続

的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用

することにより生じるエネルギーの総称です。 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 窒素とふっ素の化合物で、無色無臭の気体です。温室効

果ガスの一つで、ＮＦ３の製造、半導体素子等の製造に

伴って排出されます。 

省エネルギー診断 建物・ビル・工場などを、省エネルギーの観点から、専門

家が建物の仕様や設備システム及び現状のエネルギー使

用量の調査を行い、調査結果に基づいて各建物の運用改

善や設備更新などの省エネルギー手法を提案するサービ

スです。 

省エネルギー 石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源が

なくなってしまうことを防ぐため、エネルギーを効率よ

く使うことをいいます。 

次世代自動車 窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質

の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優

れているなどの環境にやさしい自動車です。 

循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものと

して提示された概念です。循環型社会基本法では、第一

に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出さ

れた廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利

用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分

することが徹底されることにより実現される、「天然資源

の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減され

た社会」と定義しています。 

スマートコミュニティ 様々な需要家が参加する一定規模のコミュニティの中

で、再生可能エネルギーやコージェネレーションシステ

ムといった分散型エネルギーを用いつつ、IoTや蓄電池制

御等の技術を活用したエネルギーマネジメントシステム

を通じて、地域におけるエネルギー需給を総合的に管理

し、エネルギーの利活用を最適化するとともに、高齢者

の見守りなど他の生活支援サービスも取り込んだ新たな

社会システムです。 
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【さ行】 

用語 解説文 

生態系 自然界に存在するすべての種は、各々が独立して存在し

ているのではなく、食うもの食われるものとして食物連

鎖に組み込まれ、相互に影響しあって自然界のバランス

を維持しています。これらの種に加えて、それを支配し

ている気象、土壌、地形などの環境も含めて生態系と呼

びます。 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのことです。生物

多様性基本法では、様々な生態系が存在すること並びに

生物の種間及び種内に様々な差異が存在することを「生

物の多様性」と定義しています。 

【た行】 

用語 解説文 

太陽光発電 シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象

を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池（半導体素子）

により直接電気に変換する発電方法です。 

代替フロン オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書で削減対

象とされた「特定フロン」（クロロフルオロカーボン、CFC）

を代替するために開発された物質のことで、水素原子を

含むハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロ

フルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）

等があります。 

地球温暖化対策の推進に関す

る法律 

地球温暖化対策を推進するための法律です。地球温暖化

対策計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を

強化するための措置、温室効果ガスを一定量以上排出す

る者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告するこ

とを義務付け、国が報告されたデータを集計・公表する

「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」等について

定めています。 

地球温暖化防止活動推進セン

ター 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」によって定めら

れたセンターで、各都道府県知事や政令指定都市等市長

によって指定されます。主な業務は地球温暖化防止に関

する「啓発・広報活動」「活動支援」「照会・相談活動」「調

査・研究活動」「情報提供活動」などです。 
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【た行】 

用語 解説文 

地中熱 浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーです。大気の

温度に対して、地中の温度は地下 10～15ｍの深さになる

と、年間を通して温度の変化が見られなくなります。そ

のため、夏場は外気温度よりも地中温度が低く、冬場は

外気温度よりも地中温度が高いことから、この温度差を

利用して効率的な冷暖房等を行います。 

中小水力 中小水力はさまざまな規模があり、河川の流水を利用す

る以外にも、農業用水や上下水道を利用する場合もあり

ます。すでに開発ずみの大規模水力に比べて、まだまだ

開発できる地点が多く残されており、今後の更なる開発

が期待されます。 

低炭素 二酸化炭素など温室効果ガスの排出量をできるだけ減ら

すことです。 

低燃費車 燃料消費率が低い、燃費性能の優れた自動車です。 

デング熱 デング熱は、デングウイルスに感染することによって発

症する感染症で、ヤブカ属のネッタイシマカやヒトスジ

シマカによってウイルスが媒介されます。 

【な行】 

用語 解説文 

二酸化炭素 大気中に約 0.03 パーセント存在する無色・無臭の気体で

す。温室効果ガスの一つで、石炭、石油、天然ガス、木材

など炭素分を含む燃料を燃やすことにより発生します。 

二国間クレジット制度 

（ＪＣＭ） 

途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サー

ビス、インフラ等の普及や対策を通じ、実現した温室効

果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価す

るとともに、日本の削減目標の達成に活用するものです。 

【は行】 

用語 解説文 

排出係数 大気などへの化学物質の排出量を算定する際に用いる単

位活動量当たりの化学物質排出量のことです。一般的に

温室効果ガス排出量は、排出の原因となる活動の規模（活

動量）にその活動量１単位あたりの排出係数を乗じて推

計されます。 
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【は行】 

用語 解説文 

ハイドロフルオロカーボン 

（ＨＦＣｓ） 

塩素を含まずオゾン層を破壊しないため、代替フロンの

一つとして使用されています。温室効果ガスの一つで、

クロロジフルオロメタン又は HFCsの製造、冷凍空気調和

機器、プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶

剤等としての HFCsの使用に伴って排出されます。 

バイオマス バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概

念で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を

除いたもの」です。 

バイオディーゼル燃料、 

ＢＤＦ（ビーディーエフ） 

油糧作物（なたね、ひまわり、パーム）や廃食用油といっ

た油脂を原料として製造する軽油代替燃料です。化石燃

料由来の燃料に比べ、大気中の二酸化炭素を増加させな

いカーボンュートラルの特性を持った燃料です。 

ハザードマップ 火山噴火や洪水、土砂災害、津波等の自然災害に対して、

被害が予測される区域および避難地・避難路等が記載さ

れている地図のことです。 

パリ協定 2015年 12月にパリ（フランス）で開催された気候変動枠

組条約第 21 回締約国会議（COP21）で採択された気候変

動に関する国際枠組みです。世界全体の平均気温の上昇

を２℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努

力を追求すること、そのために、今世紀後半に人為的な

温室効果ガス排出の実質ゼロ（人為的な温室効果ガス排

出量と吸収量を均衡させること）を目指しています。 

パーフルオロカーボン 

（ＰＦＣｓ） 

フッ素と炭素からなる不活性の化合物で、半導体の洗浄

や代替フロンの一つとして使用されています。温室効果

ガスの一つで、アルミニウムの製造、PFCs の製造、半導

体素子等の製造、溶剤等としての PFCsの使用に伴って排

出されます。 

非エネルギー起源ＣＯ２、非 

エネルギー起源二酸化炭素 

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用

等に伴って排出される二酸化炭素のことです。 

標準偏差 資料の散らばりの度合を表す数値です。平均値と各資料

の値の差（偏差）を２乗し、それを算術平均した値の平方

根として求めます。標準偏差が小さいことは、平均値の

まわりの散らばりの度合が小さいことを示します。 

 



76 

 

【は行】 

用語 解説文 

ビルエネルギーマネジメント 

システム（ＢＥＭＳ） 

IT 技術の活用により、業務ビルにおいて、室温や人が室

内にいるか否かなどの室内状況をセンサー等によりリア

ルタイムに把握し、室内状況に対応した照明・空調等の

最適な運転を可能にする等、業務ビルの省エネルギー管

理を支援するシステムのことで、 Building Energy 

Management System の頭文字をとって、ＢＥＭＳ（ベム

ス）と呼ばれています。 

不可逆的 ある状態に変化した事物が、再び元の状態に戻ることが

できないことをいいます。 

ホームエネルギーマネジメン

トシステム（ＨＥＭＳ） 

家庭内で多くのエネルギーを消費するエアコンや給湯器

を中心に、照明や情報家電まで含め、エネルギー消費量

を可視化しつつ積極的な制御を行うことで、省エネやピ

ークカットの効果を狙う仕組みで、 Home Energy 

Management Systemの頭文字をとってＨＥＭＳ（ヘムス）

と呼ばれています。 

【ま行】 

用語 解説文 

マイバッグ持参 あらかじめ買物袋をもって、買いものに行くことです。

レジ袋をもらわないですむため、ごみの発生抑制（リデ

ュース）につながります。 

水環境 水質や水量等、水に関わる重要な環境要素によって構成

される環境の状態を表したものです。 

緑のカーテン アサガオやゴーヤなどのつる性の植物を窓の外や壁面に

張ったネットなどに這わせて、カーテンのように覆った

ものです。夏場の省エネルギー対策の一つです。 

メタン（ＣＨ４） 炭素原子１個と水素原子４個からなる化合物で常温では

無色・無臭の気体で、地下に埋蔵する天然ガスの主成分

です。温室効果ガスの一つで、工業プロセス、炉における

燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家畜の飼養及び排せつ

物管理、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等、廃棄

物の埋立処分、排水処理に伴って排出されます。 
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【や行】 

用語 解説文 

約束草案 COP21 に先立って各国が提出した、各国内で決めた 2020 

年以降の温暖化対策に関する目標を意味します。日本は

2015 年７月 17 日に、2030 年度に温室効果ガス排出量を

2013 年度比で 26.0％削減（2005 年度比 25.4％削減）す

るとの約束草案を、気候変動枠組条約事務局へ提出しま

した。 

【ら行】 

用語 解説文 

ライフスタイル 人々の生活様式，行動様式，思考様式といった生活諸側

面の社会的･文化的･心理的な差異を全体的な形で表現し

た言葉です。 

レジリエント 「復元力、回復力、弾力」を指すレジリエンスという概念

のもとに、災害発生時に「機能や性能への影響が小さい」

「正常な状態まで回復する時間が短い」インフラ（＝レ

ジリエントなインフラ）を目指す考え方が広がっていま

す。 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） フッ素と硫黄からなる化合物で、絶縁性に優れた安定な

ガスです。温室効果ガスの一つで、マグネシウム合金の

鋳造、SF6の製造、電気機械器具や半導体素子等の製造、

変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器具の使用・

点検・排出に伴って排出されます。 

 

【アルファベット順】 

用語 解説文 

ＣＥＭＳ（セムス） Community Energy Management Systemの略で、地域やコミ

ュニティ単位で効率的なエネルギー管理を行うシステムの

ことです。 

ＣＯＰ（コップ） Conference of the Partiesの略で、条約を批准した国が集

まる締約国会議のことを指します。気候変動枠組条約や生物

多様性条約などで使われています。 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ

（クールチョイス） 

「COOL CHOICE」は、省エネ・低炭素型の製品・サービス・

行動など、温暖化対策に資する、また快適な暮らしにもつな

がるあらゆる「賢い選択」をしていこうという 2030 年まで

の新国民運動として環境省が提唱している取組です。 
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【アルファベット順】 

用語 解説文 

ＬＥＤ（エルイーディー） 発光ダイオード（Light Emitting Diode）の３つの頭文

字を省略したもので、電気を流すと発光する半導体の一

種です。ＬＥＤは寿命が長い、消費電力が少ない、応答が

速いなどの特徴を持っており、この特長を利用した照明

がＬＥＤ照明です。 

ＮＰＯ（エヌピーオー） 「 Non-Profit Organization」又は「 Not-for-Profit 

Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団

体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない

団体の総称です。 

ＰＤＣＡ（ピーディーシーエ

ー） 

Plan(計画)→Do(実行)→Check(点検・評価)→Act(改善・

処置)の４段階を繰り返すことによって、様々な業務を継

続的に改善する手法です。 
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